
 

 

 

 

 

 

  

体験的な学習の充実 
本年度の学校教育目標でお知らせしました通り、体験的な学習を前年度より

増やしています。  

 体験的な学習とは自分の目で見て、耳で聞き、実際に触れてみることによっ

て得られた経験をもとに学習活動を進めることです。  

 この体験的な学習について文部科学省も下記の記述通り奨励しています。  

 

体験活動は豊かな人間性、自ら学び、自ら考える力など生きる力の基盤、子

どもの成長の糧としての役割が期待されている。つまり、思考や実践の出発点

あるいは基盤として、あるいは、思考や知識を働かせ、実践して、より生活を

創り出していくために体験が必要だとされている。 

「体験活動の教育的意義」文科省 HP 

 

港晴小学校における本年度の体験的な学習の取り組みの一部を紹介します。  

（本年度からの取り組みは強調文字）  

１年・・・秋みつけ（八幡屋公園）  

     海遊館の見学 

２年・・・校区たんけん  

     郵便局の見学 

３年・・・住まいのミュージアム見学  

     JR 環状線一周の旅 

４年・・・防災センターの体験  

     港消防署の見学  

５年・・・ダイハツ工業の見学  

     イングリッシュビレッジ 

６年・・・ハグミュージアムの体験  

     スキー体験  

 

 ここに紹介した体験学習はごく一部です。子どもたちが今まで体験したこと

のない世界を身近に感じ、今後の生活に役立てられるように指導を進めていき

ます。  

校長 藤田敏朗  
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◇運動会を終えて◇ 

 晴天にも恵まれ、９月２４日（日）に運

動会を行うことができました。運動会で

は子ども達へのあたたかい声援をありが

とうございました。  

どの子どもたちも力いっぱい頑張り、

練習の成果を発揮することができまし

た。高学年の児童は、児童会や応援団、

係の仕事などの運動会の運営にも関わ

り、自分の役割を果たすことができまし

た。みんなでつくり上げた運動会でした。 

毎日の体操服の洗濯やお茶の用意など

保護者の方々にもご協力いただき、あり

がとうございました。  

本年度は、児童席と保護者席の場所を

変更したり、高学年の団体演技ではリズ

ムダンスやフラッグを中心にした構成に

したりして行いました。アンケートの結

果等を踏まえ、来年度につなげていきた

いと考えていきます。  

 

 

 

 

 

 

 

◇下校時刻変更◇ 

 １０月３１日（火）に、本校において、

授業研究会ならびに研修会が行われま

す。この日は、全学年５校時終了後に下

校（１４時４０分ごろ完全下校）いたし

ます。下校後の生活について、子どもの

安全確保等にご配慮ください。  

なお、いきいき活動は通常通り行われ

ます。ご理解とご協力を、よろしくお願

いします。  

日 曜 学校行事

1 日

2 月

3 火
生活科見学(海遊館)１年午前中
栄養指導5年2ｈ6年3ｈ
委員会・クラブ写真撮影6ｈ【委】

4 水 英語活動

5 木 修学旅行前検診

6 金
栄養指導3年3ｈ
Ｃ-ＮＥＴ
修学旅行保護者説明会

7 土

8 日

9 月 体育の日

10 火
栄養指導1年1組2ｈ 2組3ｈ
【代】

11 水
歯みがき指導2年2ｈ
フッ化物塗布4年3ｈ
英語活動

12 木

13 金
English Village5.6年
Ｃ-ＮＥＴ

14 土

15 日

16 月

17 火 【ク⑨】

18 水 修学旅行6年　英語活動

19 木 修学旅行6年　給食試食会

20 金 Ｃ-ＮＥＴ

21 土

22 日

23 月

24 火 【ク⑩】

25 水 学習参観・懇談・学校説明会

26 木
秋見つけ1.2年
就学時健康診断

27 金
社会見学(科学館・津波高潮Ｓ)4年
Ｃ-ＮＥＴ

28 土

29 日

30 月 【ク⑪】

31 火 ５校時終了後下校  


